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業務説明資料 

令和８年度 浜松市デジタル変革人材育成研修業務 

1. 目的 

浜松市は、令和５年１月にデジタルを活用したまちづくり推進条例（令和４年条例第 33号）第６条第

２項に規定する計画として、「浜松市ＤＸ推進計画」を策定した。 

本計画に基づき、令和４年 10月には「浜松市ＬＧＸ行動規範」「浜松市コミュニケーションポリシー」

を制定し、組織や職員意識の変革に取り組んできた。 

また、令和７年４月には「浜松市ＤＸ推進計画」を改訂し、その中で「デジタル変革人材の育成・確保」

を項目として掲げ、取組を加速している。 

本業務説明資料は、浜松市がＤＸ推進計画に基づき実施する「デジタル変革人材の育成・確保」に関す

る研修業務について、必要な事項を定める。 

2. 定義 

デジタル変革人材 自分のまわりや他の部局の職員に、余力、考える時間、変える気力を、『デジ

タルのチカラ』を活用し、チームで生み出すことのできる人材。 

ＤＸコアメンバー 

（本業務の対象外） 

庁内ＤＸの中核を担う人材として、部局横断的なＤＸプロジェクトに主体的に

取り組む職員。デジタル・スマートシティ推進課の職員として、プロジェクト

関係課の兼務職員となり、下記の役割を担う。 

 デジタル活用の前提となるアナログＢＰＲ（業務改革）を推進し、「デジ

タルのチカラ」を活用した変革をけん引する。 

 データ分析に基づく政策立案支援、部局間でのデータ共有の促進を図る。 

 庁内からのＤＸに関する相談や問い合わせに対し、深掘りし、アドバイス

を行い、「集合知」とする。 

 庁内外問わず、ＤＸに関連した情報収集を行い、部局を超えて積極的に共

有する。 

ＤＸメンター 

 

各所属におけるＤＸを推進する職員。ＤＸのスキルや変革マインドを部局横断

で庁内に広く伝播する役割を担うとともに、下記の役割を担う。 

 所属部署における業務改革やデジタルに関連した業務に積極的に関わり、

「デジタルのチカラ」を活用した変革をけん引する。 

 庁内外問わず、ＤＸに関連した情報収集を行い、部局を超えて積極的に共

有する。 

 庁内からのＤＸに関する相談や問い合わせに対し、深掘りし、アドバイス

を行い、「集合知」とする。 

取得を目指す資格は、ＩＴパスポートとする。 
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3. 委託内容 

① 対面による集合研修 

以下の表【研修概要】に示す内容を必ず含む、対面による集合研修を実施すること。 

・ 毎回、複数の講師が現地で参加すること。 

・ メイン講師は毎回現地で参加すること。 

・ １回の研修時間は、13:00-17:00 の４時間とする。 

・ 研修会場は、浜松市地域情報センター３階の第一研修室とする。 

・ 受講者は、本契約前に浜松市が選考を実施し、決定する。 

・ 受講者数は 20名を想定しているが、選考状況により５名程度前後する可能性がある。 

・ 受講者全員に、第 2回研修（8/27）時に浜松市から LTE モデル Chromebook を配布する。

受講者は、研修時は毎回これを持参する。 

・ 受講者全員に、浜松市から GWS（Gemini、NotebookLM を含む）及び Slack のライセンス

を付与する。ただし、メールアカウントは付与しない。 

・ 受講者全員の Tableau Public、LoGo フォームのログインアカウントは、浜松市が用意

する。 

・ 研修の模擬ピッチ等で利用する Slido は、浜松市が用意する。 

・ 各回の具体的な研修内容は、事前に事務局（デジタル・スマートシティ推進課）と調整

し、決定すること。 

・ 研修で使用するテキストは、研修日の１週間前を目途に、事務局に提供すること。 

・ 第３回から第４回までの間に、変革のスキル、マインド、プロセスを学ぶための題材

（テーマ）を受講生から Slack 上で募集し、そのテーマに取り組む最大５人のチームを

編成すること。 

・ 第４回以降、各チームは、研修の内容を習得しながら、仮説設定、アンケート設計、フォー

ム作成、集計、データ分析・可視化、スライド作成、模擬ピッチを経て、令和９年２月

に市長ピッチ（各チーム３分）を実施する。 

・ なお、本研修の目的は、デジタル変革人材の育成であり、直接的な課題解決をゴールと

した研修ではないことに十分留意すること。（市長ピッチは、課題解決に向けた改善提案

の場ではない） 

・ １回の研修ごとに、受講生同士の相互評価を実施すること。（例：「本日の MVP」など）

なお、相互評価にあたっては、当該受講生の「なにをどう評価したのか」を具体的に書

かせるようにすること。取得した相互評価はデータ化し、都度事務局に提供すること。 

・ 受講生のスキルの習熟度やマインドの変化を把握・測定するため、定期的にアンケート

等を実施し、フィードバックに基づいて研修内容や進度等を柔軟に調整すること。また、

取得したアンケート結果はデータ化し、都度事務局に提供すること。 
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【研修概要】 

回 日程 内容 必須要素 

１ 8/3 オリエンテーション  アイスブレイク 

 自己紹介（全員） 

 研修の進め方 

 スケジュール共有 

２ 8/27 IT リテラシー基礎（ハンズオン）  Chromebook（浜松市が説明） 

 Slack 

 Google Workspace 

 Gemini、Notebook LM 

 Tableau Public 

３ 10/1 変革マインドと BPR 

 

 変革マインドの醸成 

 ECRS など BPR のスキル学習（業

務フローの書き方は不要） 

 組織のキャズム理論など、変革マ

インドや BPR の障壁に関する知

識 

４ 11/4 プロジェクトマネジメント  ファシリテーション 

 チームビルディング 

 ＷＢＳ 

 パーパスモデルやマインドマッ

プを用いた合意形成ワーク

ショップ（仮説設定） 

５ 11/26 アンケート設計・フォーム作成・

集計 

 適切なアンケートの作り方 

 フォーム作成（LoGo フォーム） 

 集計（スプレッドシート） 

６ 12/24 データ分析・可視化  データの利活用（自治体 EBPM）に

ついて 

 Tableau Public ハンズオン 

７ 1/22 プレゼンスキル＋模擬ピッチ  プレゼンスキル 

 模擬ピッチ２回（Slido でフィー

ドバック） 

８ 2 月 研修成果報告（市長ピッチ）  リハーサル 

 ピッチ本番 

 ピッチ講評 

 全体総括（クロージング） 

※ 上記日程については、浜松市地域情報センター３階の第一研修室の予定を確保済み。

受託者都合で別日となる場合には、原則として会場は受託者が確保すること。 
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② 資格取得の支援（ＩＴパスポート試験） 

・ 受講者全員は、令和８年度内に IPA の「ＩＴパスポート試験」を受験する予定であり、こ

の合格をオンラインで支援すること。 

・ 「ＩＴパスポート試験」の初回受験日を令和８年 12 月までと想定したロードマップを策定

すること。また、策定したロードマップに基づき、受講生一人ひとりに対して随時オンライ

ンでの伴走支援を行うとともに、月次で進捗状況を確認し、事務局に報告すること。 

・ 支援内容は、提案に基づき決定する。 

 

③ Slack を使ったコミュニケーションやオンラインサポート 

・ 受託者と受講生、受講生同士及び受託者と浜松市の事務局が、情報共有、壁打ち、意見交

換、打合せ等を行うオンラインコミュニケーションツールとして、「Slack」を利用する。 

・ Slack のチャンネルは、浜松市の Slack ワークスペースに、浜松市が用意し、受講生の Slack

ライセンスも浜松市が用意する。ただし、受託者側の Slack ライセンスについては、受託

者側で必要人数分を用意すること。 

・ 受託者は Slack の受講生のコミュニティ（Slack チャンネル）に参加し、受講者への定期的

な情報提供や、受講生同士の情報交換・意見交換を活性化させるための工夫を施すこと。 

・ （再掲）第３回から第４回までの間に、変革のスキルやマインドやプロセスを学ぶための

題材（テーマ）を受講生から募集し、そのテーマに取り組む最大５人のチームをつくるこ

と。（チームができた後、浜松市がチーム毎のチャンネルを作成する） 

・ 受託者は、チャンネルに書き込まれた受講生の書き込みを常にウォッチし、成長を促すた

めに必要なスーパーバイズ的なコメントや介入を担うこと。（答えを教えるのではなく、ヒ

ントやアドバイスを行うこと） 

 

4. 成果品（納品物） 

① 研修実施報告書（書式：任意） 

研修に関する実施報告書を作成し、Slack 経由で提出すること。 

② 業務完了報告書（書式：浜松市指定） 

浜松市指定の様式で作成し、Slack 経由で提出すること。 

 

5. その他 

 受託者と事務局は、原則として 2週間に一度、オンラインによる定例会を実施すること。 

 業務の遂行にあたり、本業務説明資料に定めていない事項が生じた場合及び疑義が生じた

場合は、その都度協議し定めるものとする。 

 


